
北九州市特定建築物定期報告の状況等の公表に関する実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 12 条第

１項の規定に基づく特定行政庁に対する特定建築物の定期調査の結果報告（以下「定期報

告」という。）に係る提出状況等の公表について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（公表対象の建築物） 

第２条 公表の対象となる建築物は、法第 12 条第１項の規定により同項に規定する政令で定

める建築物及び北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年１１月１日規則第７１号。）第８

条第１項において特定行政庁が指定する建築物（以下「特定建築物」という。）のうち、首

長が報告書を受理した特定建築物（及び報告を免除された特定建築物（建築基準法施行規

則（昭和 25 年建設省令第 40 号）第５条第１項に規定により同項各号のいずれかに該当す

る場合において２回目の報告時期を迎えないもの。））とする。 

 

（公表する事項） 

第３条 公表する事項は、次に掲げる事項とし、別記様式によるものとする。 

（１）特定建築物等の名称 

（２）特定建築物等の所在地（丁目・町まで） 

（３）特定建築物等の主たる用途 

（４）対象年度における当該定期報告の有無又は免除の別 

（５）次回報告の年度 

（６）その他都市戦略局長が必要と認める事項 

 

（公表の期間、時期） 

第４条 公表する期間は、次のとおりとする。 

（１）前条第１号から第３号まで及び第５号から第６号までに規定する事項は、当該特定

建築物が第２条の特定建築物である間とする。 

（２）前条第４号に規定する事項は、当該特定建築物の報告年度の翌年度から次回報告年

度の翌年度までとする。 

２ 定期報告の報告状況は当該年度分を次年度に公表するものとし、令和２年度分より公表

を開始する。なお、公表日は都市戦略局建築指導課長が定める。 

 

（公表の方法） 

第５条 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１）インターネットを利用して、北九州市ホームページにおいて閲覧に供する。 

（２）都市戦略局建築指導課において閲覧に供する。 

 

（事前通知） 

第６条 公表に当たっては、特定建築物の所有者又は管理者に対し、定期報告の提出通知等

を通じて、公表する旨を事前に通知するものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は、令和３年１月８日から施行する。 



附則 

この要綱は、令和４年６月２４日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



 

別記様式 

『定期報告』が必要な特定建築物の報告状況 

令和〇年(0000 年)〇月〇日現在 

名 称 
所在地 

（区､町丁目） 
主要用途 

報告状況及び次回報告年度 

〇年度 〇年度 〇年度 〇年度 〇年度 〇年度 

(0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

※ 結果報告の遅延等により、最新情報が未反映の場合があります。 

※ 公表期間は報告年度の翌年度から次回報告年度の翌年までです。 

※ 新築・改築は完了検査を受けた後の最初の報告が免除されます。 


